
二

発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
二
十
三

（
略
）

一
～
二
十
三

（
略
）

二
十
四

電
子
公
告
ア
ド
レ
ス

令
第
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
を

（
新
設
）

と
る
た
め
に
使
用
す
る
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
二
十
七
条
の
三

十
の
二
に
規
定
す
る
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該

措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別

す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、

情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

（
公
告
の
方
法
）

（
公
告
の
方
法
）

第
九
条

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府

第
九
条

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
開
始
公
告
を
行

令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四

う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
日
刊
新
聞
紙
の
二
以
上
を
含
む
日
刊
新
聞
紙
に
掲

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
電
子
公
告
（
令
第
四
条
の
二
第
一
項
第

載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
者
に
つ
い

一

国
内
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
総
合
し
て
報
道
す
る
日
刊
新
聞
紙

て
、
同
府
令
第
二
条
の
規
定
は
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

二

国
内
に
お
い
て
産
業
及
び
経
済
に
関
す
る
事
項
を
全
般
的
に
報
道
す
る
日

告
を
電
子
公
告
の
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用

刊
新
聞
紙

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
府
令
第
一
条
中
「
方
式
で
、
電
子
開
示
手
続

－１－



又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

２

法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
、
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（

さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第

事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名
に
つ
い
て
は
省
略
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
方
式

二
十
七
条
の
八
第
八
項
及
び
第
十
一
項
、
法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
並
び

で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
府
令
第
二
条
中
「
第
一
号
様
式
」
と

に
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
行
う
場
合
に
は
、
前

あ
る
の
は
「
第
七
号
様
式
」
と
、
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
」
と
あ

項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
開
始
公
告
を
掲
載
し
た
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て

る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
、
「
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
」
と
あ
る
の
は
「
公
開
買
付
届
出
書
を
」
と

、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
既
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣

府
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
」
と
あ
る
の

は
「
電
子
公
告
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方

法
に
よ
る
公
開
買
付
開
始
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
日
刊
新
聞
紙

の
二
以
上
を
含
む
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す

る
場
合
は
一
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙

二

産
業
及
び
経
済
に
関
す
る
事
項
を
全
般
的
に
報
道
す
る
日
刊
新
聞
紙

３

令
第
九
条
の
三
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
公
告
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一

項
を
除
く
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
公
告
に
係
る
公
開
買
付
開
始
公
告
が
電
子
公
告

に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
電
子
公
告
に
よ
り
、
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る

方
法
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
当
該
公
告
を
掲
載
し
た
日
刊
新
聞
紙
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準

－２－



用
す
る
令
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
公
告
を
し
た
旨
の
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
）

第
九
条
の
二

令
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る

（
新
設
）

場
合
に
は
、
公
告
を
し
た
旨
、
公
告
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
る
電
子
公
告
ア
ド
レ

ス
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日

刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
が
で
き
な
い
場
合
の
承
認
等
）

第
九
条
の
三

令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
第
三

（
新
設
）

項
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
告
を
す
る
者
の
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
氏
名

二

公
告
を
す
る
者
の
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所

三

電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

四

電
子
公
告
に
代
え
て
公
告
す
る
方
法

２

令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

全
国
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す

る
方
法

二

金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
方
法

（
公
告
の
中
断
の
内
容
の
公
告
）

－３－



第
九
条
の
四

令
第
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
二
第
四

（
新
設
）

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
告
の
中
断
の
内
容
の
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
中

断
が
生
じ
た
当
該
公
告
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一

公
告
の
中
断
の
期
間

二

公
告
の
中
断
の
原
因

（
公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
の
方
法
等
）

第
九
条
の
五

法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
二
十
八
条
の
八

（
新
設
）

第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
二
十
八
条
の
八

第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
開
買
付
開
始
公
告

の
訂
正
公
告
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
公
告
に
係
る
公
開
買
付
開
始
公

告
が
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
電
子
公
告
に
よ
り
、
日
刊
新
聞

紙
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
告
を
す
る
場
合
に
は
当
該
公
告
を
掲
載
し
た
日

刊
新
聞
紙
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
は
、
当
該

公
告
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
全
国
に
お
い
て
時
事
に

関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

公
告
を
し
た
日

二

公
告
内
容
が
掲
載
さ
れ
る
電
子
公
告
ア
ド
レ
ス

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

３

公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
を
行
う
者
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障

そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
第
九
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
書
面
を
関

－４－



東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

公
開
買
付
開
始
公
告
の
訂
正
公
告
等
を
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
者
は
、
公
開

買
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
子
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
公
告
に
よ
る
公
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
（
第
二
号
に
お
い
て
「
公
告
期
間
」
と
い
う
。

）
中
公
告
の
中
断
（
不
特
定
多
数
の
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
置
か
れ
た
情
報
が
そ
の
状
態
に
置
か
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
又
は
そ
の

情
報
が
そ
の
状
態
に
置
か
れ
た
後
改
変
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
公
告
の
中
断
は
、
当
該
公
告
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

一

公
告
の
中
断
が
生
ず
る
こ
と
に
つ
き
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
者
が

善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
又
は
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る

者
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二

公
告
の
中
断
が
生
じ
た
時
間
の
合
計
が
公
告
期
間
の
十
分
の
一
を
超
え
な

い
こ
と
。

三

電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
者
が
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ

た
後
速
や
か
に
そ
の
旨
、
公
告
の
中
断
の
期
間
並
び
に
公
告
の
中
断
の
原
因

を
公
告
し
た
こ
と
。

（
株
券
等
の
数
の
換
算
）

（
株
券
等
の
数
の
換
算
）

第
九
条
の
六

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

（
公
表
の
方
法
）

（
公
表
の
方
法
）

－５－



第
二
十
条

法
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
、
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第

第
二
十
条

法
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
、
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第

二
項
（
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
項
（
法
第
二
十
七
条
の
八
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
法
第
二
十
七
条
の
十
一

、
法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
及
び
第
十
一
項
、
法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
は
、
公
表
す
べ
き
内
容
及
び
事
項

項
並
び
に
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に

を
次
に
掲
げ
る
報
道
機
関
の
二
以
上
を
含
む
報
道
機
関
に
対
し
て
公
開
す
る
こ

は
、
公
表
す
べ
き
内
容
及
び
事
項
を
次
に
掲
げ
る
報
道
機
関
の
二
以
上
を
含
む

と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
道
機
関
に
対
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
（
産
業
及
び
経
済
に
関
す

一

国
内
に
お
い
て
時
事
に
関
す
る
事
項
を
総
合
し
て
報
道
す
る
日
刊
新
聞
紙

る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
を
含
む
。
）
の
販
売
を
業
と
す
る
新
聞
社

の
販
売
を
業
と
す
る
新
聞
社
及
び
当
該
新
聞
社
に
時
事
に
関
す
る
事
項
を
総

合
し
て
伝
達
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
通
信
社

二

前
号
に
掲
げ
る
新
聞
社
に
時
事
に
関
す
る
事
項
を
総
合
し
て
伝
達
す
る
こ

二

国
内
に
お
い
て
産
業
及
び
経
済
に
関
す
る
事
項
を
全
般
的
に
報
道
す
る
日

と
を
業
と
す
る
通
信
社

刊
新
聞
紙
の
販
売
を
業
と
す
る
新
聞
社

三

日
本
放
送
協
会
及
び
一
般
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

三

日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第

第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
を
い

二
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者

う
。
）

（
応
募
株
券
の
数
等
の
公
表
）

第
三
十
条
の
二

令
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
は
、
公
表

（
新
設
）

す
べ
き
内
容
及
び
事
項
を
同
条
各
号
に
掲
げ
る
報
道
機
関
の
二
以
上
を
含
む
報

道
機
関
に
対
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二 発 行 者 以 外 の 者 に よ る 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 二 年 大 蔵 省 令 第 三 十 八 号）

改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 別途買付け禁止の特例を受けるための申出書 【提出書類】 別途買付け禁止の特例を受けるための申出書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～（４） （略） (１)～（４） （略）

(５) 公開買付者以外の者と共同して行う株券等の所得等の合意に関する事項 (５) 公開買付者以外の者と共同して行う株券等の所得等の合意に関する事項

本申出書の提出日以後公開買付者以外の者と共同して対象者の発行する株券等を取得し、 本申出書の提出日以後公開買付者以外の者と共同して対象会社の発行する株券等を取得し

若しくは譲渡し、若しくは当該対象者の株主又は投資主としての議決権その他の権利を行使 、若しくは譲渡し、若しくは当該対象会社の株主としての議決権その他の権利を行使する

すること又は当該対象者の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若 こと又は当該対象会社の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若し

しくは譲り受けることを合意している者がある場合に、記載すること。 くは譲り受けることを合意している者がある場合に、記載すること。

(６) （略） (６) （略）

－１－



改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第四号様式 第四号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 意見表明報告書 【提出書類】 意見表明報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) ～（３） （略） (１) ～（３） （略）

(４) 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 (４) 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数

意見が取締役会又は役員会の決定に基づく場合以外には、当該意見を表明する役員の所有 意見が取締役会の決定に基づく場合以外には、当該意見を表明する役員の所有株券等の数

株券等の数に限り記載すること。 に限り記載すること。

(５) （略） (５) （略）
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二 発 行 者 以 外 の 者 に よ る 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 二 年 大 蔵 省 令 第 三 十 八 号）

改 正 案 現 行

【第七号様式】 （新設）

（日本工業規格 Ａ４）

届出日：平成 年 月 日

電子公告届出書

財務（支）局長 殿

電子開示システムにより電子公告を行いたいので、添付書類（２）とともに電子公告届出書を

提出いたします。

１．金融庁整備番号⑶

２．登録届出者の名称又は氏名⑷

３．代表者の役職氏名⑸

４．本店所在地又は住所⑹

５．電話番号⑺

６．事務連絡者の役職氏名⑻

７．連絡場所⑼

８．連絡先電話番号⑽

９．連絡先ＦＡＸ番号⑾

10．連絡先電子メールアドレス⑿

11．その他⒀

（記載上の注意）

⑴ 以下の規定に準じて記載すること。この場合、「５．電話番号」の次に「５－２ 代理人の

氏名又は名称」、「５－３ 代理人の署名」（代理人が法人である場合には、その代表者の署

名）、「５－４ 代理人の住所又は所在地」及び「５－５ 代理人の電話番号」の項を設け、

代理人について記載すること。また、「６．事務連絡者の役職氏名」から「10．連絡先電子メ

ールアドレス」までは、代理人の事務連絡者（当該電子公告届出者に係る担当者をいう。以下

同じ。）について記載すること。

⑵ 添付書類

第９条第１項において準用する開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府

令（平成１４年内閣府令第４５号）第２条第６項各号に掲げる登録届出者の区分に応じ、当該

各号に定める書類を添付すること 。

⑶ 金融庁整備番号

金融庁整備番号（金融庁より付与された提出者番号をいう。）がある場合に記載すること。

⑷ 登録届出者の名称

ａ 登録届出者が法人である場合には、名称を記載すること。

ｂ 登録届出者が個人である場合には、指名を記載するとともに押印すること。

⑸ 代表者の役職氏名

－３－



登録届出者が法人である場合には、代表者の役職及び氏名を記載するとともに代表者印を押

印すること。

⑹ 本店所在地又は住所

本店所在地又は住所を郵便番号とともに記載すること。

⑺ 電話番号

登録届出者が法人である場合には、法人の代表番号等（対外的な窓口となる電話番号）を記

載すること。

⑻ 事務連絡者の役職氏名

事務連絡者の役職及び氏名を記載すること。

⑼ 連絡場所

事務連絡者に係る連絡場所の所在地を記載すること

⑽ 連絡先電話番号

連絡場所の電話番号を記載すること。

⑾ 連絡先ＦＡＸ番号

連絡場所のＦＡＸ番号を記載すること。

⑿ 連絡先電子メールアドレス

事務連絡者又は連絡場所の電子メールアドレスを記載すること。

⒀ その他

その他記載すべき事項があれば記載すること。

－４－


